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ルーツの異なる子ども同士の関わり方について 

－保育士の抱える葛藤に焦点をあてて－ 

 

鬼頭弥生 

  （東海学院大学短期大学部） 

 

要  約 

本研究の目的は、少数地域での外国にルーツを持つ子どもと関わる保育士の困り感を通して、コミュニケーション上

の問題点を明らかにし、ルーツの異なる子ども同士の関係づくりのためのアプローチ方法を見出すことである。 

文部科学省委託による幼児期における国際理解の基盤を培う教育に関する調査では、集住地域(多数：同一国籍型)と

都市型分散地域(多数：多国籍型)に教育の指導上に大差ないことが報告されているが、少数地域での実態は明らかにさ

れていない。そこで、本研究は少数地域の園を対象に子どもの関わりについて自由記述によるアンケート調査を実施し

た。その結果、少数地域では同一国籍型と異なり、多国籍型では園内に母語を話す仲間がいないことで子どもは孤立し、

差別のきっかけも生じやすいことが明らかになった。共通点として、保育士は意思疎通が困難な為子ども同士のトラブ

ルの際に仲介役を担うことができず申し訳ないと思っている。一方で、一人だけのために特別なことはできないとも考

えられている。以上より、ルーツの異なる子ども同士の関係づくりには、保育士が“これならできるかも”と思える遊

び(母語を取り入れる遊び)を提供し、差異を楽しめる関係づくりが肝要である、という手がかりを得た。 

キーワード：外国にルーツを持つ子ども、子ども同士の関わり、コミュニケーション、多文化保育 

 

(2019.12.6. 受稿 査読審査を経て 2020.2.4. 受理) 

 

１．問題の背景と目的 

 

 日本で暮らす外国人(在留外国人)の数は、1990 年代か

ら増加の一途をたどっている。2008 年のリーマンショッ

ク、2011 年の東日本大震災の影響で一時的に減少したと

はいえ、2012 年には外国人登録制度が廃止され、外国人

住民にも日本人と同じように住民票がつくられるように

なったことで再び増加傾向にある。さらに、2018 年 12

月には外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法

改正案が可決、2019 年 4 月から新たな在留資格「特定技

能」1 号と 2 号が創設 1）されたことにより今後様々な分

野での外国人による労働のニーズが高まっていることが

推察される。 

この在留外国人の現状は、法務省入国管理局の在留外

国人統計 2）によると、2018 年 12 月の時点で在留外国人

数は273万1093人(特別永住者数32万1416人含む)であ

り、前年末に比べ 16 万 9245 人(6.6％)増加し、過去最高

となった。在留資格 3)別では、「永住者」が 77 万 1568 人

（対前年末比 2万 2377 人（3.0％）増）と最も多く、次

いで「留学」が 33 万 7000 人(同 2万 5495 人（8.2％増)、

「技能実習」が 32 万 8360 人(同 5万 4127 人（19.7％）

増) 、「特別永住者」の地位をもって在留する者が 32 万

1416 人(同 8406 人（2.5％）減) 、「技術・人文知識・国

際業務」が 22万 5724 人（同 3万 6451 人（19.3％）増）

と続いている。 

また、在留外国人数の国籍・地域数は 195(無国籍を除

く)で、上位 10 か国・地域(中国、韓国、ベトナム、フィ

リピン、ブラジル、ネパール、台湾、インドネシア、タ

イが占める)のうち、増加が顕著な国籍・地域としては、

ベトナムが33万835人（対前年末比6万8430人（26.1％）

増），ネパールが 8万 8951 人（同 8913 人（11.1％）増），

インドネシアが 5万 6346 人（同 6364 人（12.7％）増）4）

となっている。このように異なる文化を背景に持つ人々

が永住・長期滞在が可能な資格を有し、日本国内で長く

暮らしていくことを希望している傾向がみられる。こう

した人々の日本における結婚、妊娠・出産、子育てなど

の機会増加にも繋がっており、在留外国人の児童生徒も

増加している。 
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 文部科学省が実施する「公立学校における日本語指導

が必要な児童生徒数」の調査によると、日本語指導が必

要な児童生徒は、2016 年では 4万 3947 人(外国籍児童生

徒 3 万 4335 人、日本国籍児童生徒 9612 人)であり、10

年間で 1.7 倍増(外国籍児童生徒は 1.5 倍、日本国籍児童

生徒は 2.5 倍)5）となっている。この調査では、日本語指

導が必要な日本国籍児童生徒と日本語が必要な外国籍の

児童生徒の両方を把握していることから、外国籍の児童

生徒だけを対象とするのではなく、帰化した日本国籍の

児童生徒も含めて日本語教育の支援を進めていることが

わかる。 

 文部科学省の公立学校における帰国・外国人児童生徒

に対する教育支援の主たる取り組みは次の通りである。

平成 13 年度(2001 年)から日本語指導が必要な外国人児

童生徒を学校生活に速やかに適応させるために、日本語

指導等に対応する教員の配置、「外国人児童生徒等に対す

る日本語指導者養成研修」を実施し、平成 15 年度(2003

年)からは日本語の初期指導から教科指導につながる段

階の「JSL カリキュラム」6）の開発も進められている。

さらに 2008 年に発表された「外国人児童生徒教育の充実

方策について」7）では、学校入学前の外国人の子どもの

ための初期指導教室（プレクラス）の実施や外国語の分

かる地域人材を支援員として学校に配置する事業を新た

に実施している。2016 年に発表された「学校における外

国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について」8）

では、専門的知識が十分でない学校・教員が「JSL カリ

キュラム」による指導を行うため、指針、手引き、教材

等の必要な情報をパッケージとして提示、外国人児童生

徒等教育を担う教員の養成・研修のモデル・プログラム

の開発・普及、各学校で開発・蓄積された教材の共有・

活用の促進（教材検索サイト「かすたねっと」の機能改

善・強化）等、総合的・多面的に取り組みを進めてきて

いる。 

 では、在留外国人の就学前の子どもの現状はどうであ

ろうか。法務省入国管理局の在留外国人統計によると 0

歳から 6 歳の乳幼児数も年々増加しており、2018 年 12

月には 12 万 4298 人と過去最高になり、2012 年から 6年

間で約 1.36 倍の 3万 2703 人増である(図１)。ここで注

目したいのは、家族と共に来日した子どもたちばかりで

はなく、日本で生まれ育つ乳幼児も増え続けているとい

うことである。ただし、この数値には外国籍登録の乳幼

児しか反映されていない。実態は、文部科学省の日本語

指導が必要な児童生徒の調査で明らかになっているよう

に帰化した日本国籍の乳幼児も存在しているはずである。

両親の一方が日本人であり日本で出産した場合、最初か

ら日本国籍で登録されている乳児の存在等、実際にはこ

の統計の数値よりも多く在留外国人の子どもが存在して

いることが推察される。そこで、本研究では在留外国人

の子どもたちを「外国にルーツを持つ子ども」の用語を

用いることとし、「国籍にかかわらず、父・母の両方、ま

たはそのどちらかが外国出身者である子ども」9）と定義

する。 

 このように、就学前の外国にルーツを持つ子どもの増

加に伴い、保育現場においても外国にルーツを持つ子ど

もの受け入れは拡大している(植田・日浦：2004、渋谷：

2006、萩原：2008、ト田：2012)。この保育現場は、小学

校以降の教育機関と異なり子どもにとっては生活の場で

もある。たとえば、保育所では給食を提供しているが献

立は日本で一般的に食する料理である。国によっては日

本の味になじめないだけでなく、食する習慣がないもの

もある。園で日本の子どもたちと共に過ごすには、言語

だけではなく、生活習慣の違い、文化の違いによる様々

な捉え方の違い等、日本の保育に適応させようとするだ

けでは無理がある。だが、国が焦点をあてているのは、

学校に適応させるための教育支援、日本語指導である。

保育現場においては自治体や各園の努力任せであり、国

レベルの具体的な取り組みはなされていない。言語の問

題についても、外国人児童が多い自治体によっては、通

訳を常駐している場合や必要に応じて通訳を園に派遣す

るような事業を展開しているところもあるが、すべての

自治体で日常的に対応できているわけではない(品川：

2017)のが実態である。そこで、本研究が焦点をあてるの

は、保育園に通う外国にルーツを持つ子どもであり、多

様な文化や価値観が共存し、異なる文化的背景を持つ子

どもたちが共に生活をする場を営む保育を多文化保育と

捉えたい。多文化保育・教育は、中島(2017)が述べてい

るように「国レベルでは多文化教育を支える理念や施策

はない」が、外国にルーツを持つ子どものためだけのも

のではない(堀田：2014)。現行の保育所保育指針には、

保育の実施に関して留意すべき事項のひとつに「子ども

の国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てる

ようにすること」と明記されており、国籍にかかわらず

互いに言葉や文化の差異を生かし、子どもたちが本来持

っている能力を発揮しながら成長していける保育が求め

られていると言える。そのためには子どもたちが差異に

対して偏見を持たずに、多様な人々と共に生きていく力
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を育んでいく必要がある。 

アメリカのダーマン・スパークス(1994)はアンチバイ

アス教育と名付け、偏見にとらわれない人間を育成する

ために、人間の発達過程で保育者や教育者がどのような

関わりをもてばよいのか、どのような環境を提供すれば

よいのかについて考える教育を提唱しており、最も乳幼

児期が重要であるとしている。したがって、共に過ごす

生活の場でもある保育園でルーツの異なる子ども同士の

関係づくりが重要と考える。そこで、本研究は多文化保

育を展開するにあたり、外国にルーツを持つ子どもとの

コミュニケーション上の問題点を明らかにし、ルーツの

異なる子ども同士の関係づくりのためのアプローチ方法

を見出すことが目的である。

 

 

２．多文化保育に関する現状 

 

総務省は、2006 年に「地域における多文化共生推進プ

ラン」を策定し、多文化共生において国籍や民族などの

異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関

係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生

きていくことを明示している。その後、総務省は 2017

年に 10 年間の地域における多文化共生の取り組みを事

例集として作成し公表している。そこでの児童に関する

内容を取り上げると、外国人の子どもが日本の学校生活

に戸惑わずに早期に適応できるようにするため、就学前

の子どもを対象に行う「プレスクール」の取り組みが注

目されている。また、子どもへの支援には保護者の理解

や日本語能力が重要であることから、子どもだけでなく

保護者も対象とした取り組みや子どもの居場所づくりへ

の取り組み、不就学児童に対する取り組みなど、課題解

決に向け各地域の実情に合わせた取り組みが紹介されて

いる。具体的には、集住地域である愛知県多文化共生推

進室が取り組む外国人幼児向け日本語学習教材等の作成

をはじめとし、就学期の児童の学習のサポートおよび、

就学前教育としての「プレスクール」に主眼が置かれて

いる。では、保育の場での現状はどうであろうか。 

2008 年度に社会福祉法人「日本保育協会」が厚生労働

省の補助事業として、各都道府県・指定都市・中核市の

保育所(外国人児童を受け入れしている保育所)を対象に

「保育の国際化に関する調査」を実施している。この報

告書によると、回答を得た 103 自治体のなかで外国人保

育についてのガイドラインがあると答えたのは、いずれ

も大阪府内の 2自治体のみであった。大阪府は外国人登
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録者統計の資料で2006年までは東京都についで2番目に

登録の多い自治体であった(2007 年では 3番目)。長年 1

位の東京都でガイドラインが存在しておらず、まさに各

園、自治体任せという実態がみえる。さらに、外国人保

育についてのガイドラインのない現状での取り組みの問

題点や課題については、45自治体の記述から意思疎通や

書類のやりとり等うまくいかない根本的な問題、他の子

どもたちと同じようにいかないために子どもの成長への

影響などの心配、食習慣や文化の違いからの困難、コミ

ュニケーションがうまくとれないことからトラブル解決

や緊急時の不安、通訳や保育士不足、などが報告されて

いる。 

それ以降、近年の調査では、文部科学省委託の全国幼

児教育研究協会（2017）の「幼児期における国際理解の

基盤を培う教育の在り方に関する調査研究」報告がある。

外国人幼児が在籍する園数（2017 年 9月 1日現在）は 267

園、全体（幼稚園及び幼稚園型認定こども園 506 園を分

析対象としている）の 54.0％であった。在籍する園数が

多いのは、東京 81.5％、愛知 60.2％、神奈川 55.6％と

続く。都市型分散地域（多数・多国籍型： 東京、神奈川、

大阪、福岡）と集住地域（多数・同一国籍型： 群馬、愛

知、滋賀）を比較したところ、在籍人数の最大値は東京

が 12 ヶ国で多いが、集住地域の愛知は 10ヶ国で次に多

く他の府県も数値にあまり差はない。また、集住地域の

特徴と想定した同国人の在籍状況の全国平均は 56.2％

であり、集住地域（多数・同一国籍型）愛知、群馬、滋

賀と都市型分散地域（多数・多国籍型）東京、神奈川、

大阪、福岡を比較したところ東京が特に 78.9％と突出し

ているが、他の府県には大きな差異はなかった。このこ

とから、本調査の前提として、同国(母語)の人がいるこ

とで園での指導上の困り感に差が出ると考えられていた

が、集住地域と都市型分散地域の受け入れ状況には大き

な差がなく、地域を分けて分析・考察する必要がないこ

とが報告されている。しかしながら、家庭や幼稚園等へ

の支援は、言語指導の資料や通訳の派遣、要請に応じた

翻訳など教育活動に直接かかわる多様な内容になってい

るものの、集住地域の実施率が高い結果となっている。

このことから、集住地域は通訳者の配置がなされている

園が多いのに対して、多数・多国籍型の園では各自治体

レベルでの多言語対応が容易ではなく、現場の要請に応

じた体制を整えることも難しい現状が推察される。 

この他の取り組みとして誰もが閲覧できるように、か

ながわ国際交流財団がホームページを開設し、「外国につ

ながる親子のための入園のしおり～保育園での生活や持

ちものについて～」を多言語で公開、社会福祉法人大阪

ボランティア協会のホームページでは、多文化子育て支

援ガイドブック『日本語でつたえるコツ』をウェブで公

開している。このように、各自治体において様々な取り

組みがなされているが、保育実践現場での具体的な施策

は未だ存在していないのが現状である。 

先述したとおり、すべての自治体で日常的に通訳によ

る対応ができているわけではなく、実際には集住地域と

都市型分散地域においても取り組みに差がある。そのう

え、少数地域は調査対象から外れていることが多く実態

が明らかになっていない。クラスに 1人か 2人程度で何

か対策をする必要もないだろう、1 人か 2 人ならなんと

かなるだろうと捉えられているのではないか。調査に上

がってこない少数地域の園では、通訳者の配置も要請に

応じての翻訳も期待できないと推測する。仮に、全園児

数の 10％程度の人数であるとして、多種の国籍にわたる

外国にルーツを持つ子どもが在籍していれば、一人一人

の国の実状に合わせた対応は極めて困難であり、マジョ

リティに合わせる保育にならざるを得ない危険が潜んで

いることが推察される。それゆえ、外国にルーツを持つ

子どもの在籍が全園児数に対する割合の少ない保育園

(10％程度)での実態を把握し、保育現場の実状に即した

多文化保育へのアプローチを明らかにすることが急務で

ある。 

そこで、外国にルーツを持つ子どもとのコミュニケー

ション上の問題点を明らかにすることで、ルーツの異な

る子ども同士の関係づくりのためのアプローチ方法を探

り、実状に合った多文化保育の実践につなげたい。その

ため、外国にルーツを持つ子どもが全園児数の 10％程度

占める A市立保育園と B市立保育園の保育士にアンケー

ト調査を実施することとした。 

 

３．研究方法  

３－１ 調査協力者 

 地域によって外国人住民の偏りがあり、近年になって

急に外国にルーツを持つ子どもが増えてきている保育園

が A 市と B 市にある。同県内の A 市、B 市はともに少数

地域であり、市役所に常駐している通訳者は 1名である。

急に増えているため、全園児数の 10％程度の保育園では、

まだ十分な対応策が講じられていないと推測する。そこ

で、本研究では、A市内にある A市立保育園(以下 A保育

園)とB市内にあるB市立保育園(以下B保育園)に勤務す
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る保育士を調査対象とした。外国にルーツを持つ子ども

の在籍状況について、A 保育園は毎年全園児数の 5～ 

8％程度であるが、ブラジル国籍の子どもが多く占めてい

た時期から変化し、近年では多国籍にわたり 1年や数ヶ

月で入退園がみられる場合もある。 

一方、B保育園は去年まで 1～2人の在籍数であった状

況から今年度に入り一気に 10 人に増加した。これには隣

の市の保育園が満席状況になり、近隣である B保育園の

付近に派遣業者が外国人労働者の家族の住居を用意して

いる背景がある。ただし、国籍はブラジルのみである。

保育士の構成は以下のとおりである。 

 A 保育園：担任 11 人、担任補助(クラス固定)10 人、 

フリー4 人、合計 25 人(外国にルーツを持

つ子どもの国籍：フィリピン、ベトナム、

中国/全園児の８％) 

 B 保育園：担任 8人、担任補助(クラス固定)5人、 

フリー3 人、合計 16 人(外国にルーツを持

つ子どもの国籍：ブラジルのみ/全園児の

10％) 

３－２ 調査の手続きと方法 

 調査時期は 2019 年 7月である。アンケートは A保育園

の保育士 25 人、B 保育園の保育士 16 人に依頼した。質

問内容は以下である。 

１． 外国にルーツを持つ子どもと関わることで困って

いることはありますか。 （はい   いいえ） 

２．  困っている方はどのような場面で困っているのか

具体的に教えて下さい。 

３． 差しさわりがなければ外国にルーツを持つ子ども

との関わりで印象に残っているエピソードを教え

て下さい。 

４． 外国にルーツを持つ子どもが共に過ごすために必

要だと思われる援助・体制があれば教えてくださ

い。 

５． 保育士、保育園にとって行政などからどのような支

援があるとよいと思われますか。 

６． 必要なら外国語を学ぼうと思われますか。 

(はい    いいえ) 

 

1 と 6 の質問項目以外は全て自由記述とした。先行研

究での調査形式は、自由記述では数量的な分析が困難で

あることから、プリコード項目によるアンケート調査が

主であった。自由記述は選択肢形式の回答と比較して定

量的に分析することは困難であるが、アンケート実施者

が見落としていた視点について述べられている場合や問

題に対する認識を深め、新たな解決案を生み出すための

貴重な提言が含まれていることが多い(今ら：1995)。本

研究では、実態を把握するだけではなく、保育士の潜在

的な意識を読み取ることに主眼をおく。ゆえに、今回の

調査では自由記述回答形式を採用した。 

 

３－３ 分析方法 

自由記述の分析には、キーワード(KW)分類法を採用し

た。キーワード分類法は、中岡ら(1991)によって回答文

書からキーワードを抽出し分類、集計を試みる分析方法

として開発された手法である。さらに、今ら(1995)がこ

のキーワード分類法を改良し、自由記述文の分析作業を

構築している。この方法は、自由回答文章からキーワー

ド(文章中のポイントとなる語句)を抽出し、関連するキ

ーワードの構造化を行い、最終的にマルチアンサー形式

のプリコード項目によるアンケート調査と同様な集計を

可能とするものである。今らは、この方法でインハウス

エンジニアに対する問題意識を構造化している。本研究

でも、保育士の外国にルーツを持つ子どもが在籍する保

育に対する問題意識を分析するための手法に、キーワー

ド分類法が適していると判断し採用した。ただし、本研

究は個々人の意見の特徴を定量的に把握することが最終

目標ではない。個々人の思いの共通項を探索しながら、

そこに潜む保育士一人ひとりの思いを拾い上げることで

問題点を見出すことが目的である。したがって、下記の

①から⑤の手順を筆者が手作業で行い、保育士の潜在的

な思いを見落とさないことを重視して分析を行った。 

 

＜KW 分類法による文章処理の流れ＞ 

① 自由記述文原文をデータベースに入力する 

② 自由記述原文から文章を分割し、要約・整形文を作

成する 

③ 要約・整形文よりキーワードリストを抽出し、キー

ワードリストを作成する 

④ 抽出されたキーワード群をグループ化し分類する 

⑤ 構造化された結果について集計を行う 

 

４．結果と考察 

４－１ 外国にルーツを持つ子どもとの関りに

おける困り感 

 まず、質問 1の結果は表 1のとおりである。今年度に

入り、急に増えた B保育園の保育士全員が「困っている」
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と回答しているのは当然の結果と言えるだろう。 

一方、A 保育園の「困っている」と回答した保育士は

21 人中 19 人、「困っていない」と回答した保育士は 6人

という結果であった。「困っていない」と回答した 6人中

2 人は、クラスに外国にルーツを持つ子どもがいない、

他 4人はクラスに在籍している外国にルーツを持つ子ど

もは日本語が通じる・話す、自身が簡単な単語を調べて

使うことでなんとか伝わっているという理由が記述され

ていた。 

表 1 

「外国にルーツを持つ子どもとの関わりで困っているか」 

 困っている 困っていない 

A保育園(25人) １９人 ６人 

B保育園(16人) １６人 ０人 

 

 次に、質問 2の自由記述回答(回答者 35人：複数回答)

をキーワード分類法で分析した結果は表 2・表 3 のとお

りである。キーワードで分類する際、文脈に埋め込まれ

た意味が埋もれてしまうことこのないようキーワード抽

出は最低限にした。キーワード抽出により意味合いが変

化してしまう恐れがあるものはその他のカテゴリーとし

た。そこで、言葉に関する困り感では、1つ目は子ども・

保護者の話す言葉が分からない、2 つ目は自分が発する

日本語が伝わらない、3 つ目は共通言語を持たないので

伝え合いができない、の 3つに分類し、それぞれに付随

する文をカテゴリー化した。 

 

 (１)子どもに対する困り感 

子どもの言葉が分からない(26/35 人)では、せっかく

言いに来てくれるのに、言葉が分からないためにどう対

応してよいのか迷う(3人)、訴えに気づけない(3 人)は、

直接訴えに来ないが母語で呟いている姿を見かけたとき

に何か言いたいことがあったのだろうと子どもの姿から

想像するが、気づいてあげられなかったことに心が痛む

場面からである。次に、子どもが不安になる(3 人)は、

訴えを理解できないことで子どもが保育士に言っても仕

方がない、友だちに話しかけても仕方がない等、コミュ

ニケーションを取る手段がないので不安になる姿が見ら

れる場面からである。さらに、子どもが不安になること

で、保育士には子どもに対して申し訳ない気持ちが湧い

ている。子どもの気持ちを汲み取ることができない、気

持ちを理解することが難しい、表情で読み取るしか手段

がなく難しい、という表現からは、共通言語を持たない

者同士がコミュニケーションを図るうえでの単なる困り

感ではなく、保育士として子どもと向き合おうとするが

思うようにいかないという葛藤が浮かび上がっている。

このことから、保育士は子どもが自ら訴えてきた内容を

理解することができず、子どもの気持ちを汲み取ってあ

げることができないことに対して、申し訳ないという気

持ちを抱きながら保育をしていることが推察される。保

育士としてどの子どもにも、一人一人の思いに寄り添い

たいという気持ちの表れであろう。 

 日本語が伝わらない(29/35 人)では、園で生活するた

めのルールや、全体活動の時にみんなと同じように行動

することを求めるときの指示が伝わらないことに関する

ものが主であった。なお、日本語が通じないという表現

もあったが「伝わらない」のキーワードで統一した。そ

のなかで具体的に伝えることが困難というのは、禁止事

項は両手で✖をつくり「ダメ」と繰り返すことで伝わる

が、なぜダメなのか、理由を伝えることが困難であり、

生活の場で必要なこともなかなか身につかないという内

容であった。それでも日本語で話すことしかできない保

育士としては、ジェスチャーや他の子どもの見本を見せ

る、実物を見せる等工夫をしながらやりとりをしている。

だが、どこまで伝わっているのか、何が伝わっていない

のか確認する手段がないため、伝わらないことで困るだ

けでなく、保育士自身も不安に陥ることがあることが調

査からわかった。 

 さらに当然であるが、共通言語を持たない者同士では

伝え合えない(15/35 人)ことで困る場面が出てくる。伝

え合えなければコミュニケーションが取れず意思疎通が

困難になる。保育士と子ども間だけでなく、子ども同士

においてもお互いの気持ちを伝え合うことができないた

めトラブルが発生する。この時、子ども同士思いをぶつ

け合うことができないために仲介に入るが、保育士自身

も本児の気持ちが汲み取れないため代弁できない、日本

の子どもの思いも日本語以外話せない保育士では伝える

ことができない。なぜ怒っているのか理解してあげるこ

とができないことから、本児の苛立ちが収まらず爆発す

る場面もあることが記述されていた。このような姿を目

の当たりにして、一層対応に思い悩んでいることが記述

から伺えた。子どもの気持ちに寄り添うことが基本と捉

える保育士にとって、何も講じるすべがなくこの姿を出

させてしまうのは不本意なことだろう。ここでも保育士

の葛藤が浮かび上がっている。このような葛藤から、一

人の回答には「日本語も分からない子どもが保育園に登

6



鬼頭弥生 

園しても楽しいのだろうか疑問に思う」(A 保育園)とい

う記述が添えられていた。 

 以上言語面についてみてきたが、外国にルーツを持つ

子どもが日本の保育園で共に過ごすにあたり障壁となっ

ているのは、周知のとおり言葉のみではない。保育園で

出される給食についても、各国の食文化の違いから問題

点が幾つかみられる。まず保育士側からの基本的な認識

は、「食べてくれない」ということである。だが、子ども

側からすれば、和食の味が合わない、野菜や魚を食べる

習慣がない等、白いご飯しか食べられないのである。こ

の状況を、子どもの食べられないものばかりを並べてい

るにもかかわらず、偏りがある、食事が進まない、口に

しようともしないので困る等と捉えている。要因は園側

の都合によるものと言えるが、子どもが食べてくれなく

て困るという認識であることがわかる。なかには「一口

でも口に入れてみて合わなかったから食べないというの

なら仕方がないが全く口に入れようとしないので困る」

という記述もみられた。ただ、給食が口に合わないので

あれば自宅から昼食を持参すれば解決することかもしれ

ないが、園側としては、持ち込まれた食べ物で万が一食

中毒になった場合に責任が持てないという事情がある。

食べ物に関しては致し方ない部分もあるのだろう。 

最後にその他のカテゴリーは、食べ物同様、文化の相

違により物事の捉え方が異なるため、どのようなことで

困るのか想像しにくいことや、ちょっとしたニュアンス

を表現できないことからくる困り感である。もう一点は、

一斉活動の時の参加しない姿について、どのように解釈

すればよいのか判断に戸惑うというものであった。活動

内容が伝わらないために子どもが理解できずに参加する

ことができないのか、或いは単にその活動がやりたくな

くて参加しないのか、子どもの気持ちを読み取ることが

できずにどう関わればよいのかジレンマを抱えているこ

とが読み取れる。 

 

(２)保護者に対する困り感 

子ども・保護者に対して相手の言葉が分からないこと

よりも日本語が伝わらないことで困っている場面が多く

挙げられているが、特に保護者に対しては顕著である(分

からない/14 人、伝わらない/29 人)。これは、保育士が

保護者に園で一日過ごすための園生活で慣例になってい

ることや園行事、園での持ち物等伝える多さが 16人（伝

わらない 4人、依頼事項、行事等伝えるのが困難 12 人）

の文脈から伺える。もちろん、伝わらなくて困っている

ことはそれだけではない。「今日は○○ちゃんとこんなこ

とをしましたよ」など、その日の出来事や様子を伝えた

いが伝わらない、伝えることができない、という残念な

思いを抱いていることが読み取れる記述が回答者の半数

あった。保育士として園での子どもの様子を知らせ、子

どもの変化を保護者と共有したい思いを抱いていること

が推察される。 

保護者の言葉が分からないでは、子どもを理解するた

めに家での様子、体調等、子どもに関することを聞きた

くても知ることができないことに主眼がおかれている。

ここでもやはり、子どもに関することを保護者と共有し

合いたい思いが現れている。 

さらに、伝え合えない内容をみていくと、コミュニケ

ーションがうまくとれない、連携がとれない、情報交換

ができないと続き、いずれも相手の言葉が分からないた

めに知ることができない、伝えることができないことか

ら、信頼関係を築いていくことが容易ではないことにつ

ながっている。 

そこで、保育士たちは伝え合う手段として、タブレッ

トやスマホの翻訳アプリを使用している。だが、翻訳ア

プリでの言語は、一般的に使用頻度の高い言語の対応で

あるため万能ではない。日本語に方言があるように諸外

国にも地方によって方言があり、同じタガログ語でも全

く通じず翻訳機能が使えないという記述も見られた。一

方で、保護者との伝達にスマホの音声翻訳アプリを活用

している保育士からは、時々意味合いがズレていること

があり、翻訳がこちらの意図することと一致しているの

かどうか判断できずに困っていることが挙げられていた。

このことは、園に通訳者の配置がなく、頼るものが翻訳

機しかない状態のなかで保育を行う者にとって、大きな

ストレスになっていることが読み取れる。 

その他のカテゴリーでは、文化の相違からくるお互い

の理解困難、熱を出したときの電話連絡、緊急時に電話

がつながらない等挙げられているが、最も困り感が強く

現れていたのは、送迎時は祖父母であるという点であっ

た。外国籍の住民は基本的に就労のために滞在している

ことから、共働きがほとんどであり就労時間も長い傾向

がある。そのため、両親は日本語を覚え話せる人であっ

ても、送迎時は全く日本語がわからないどころか英語も

通じない祖父母である家庭もある。日本語が伝わる保護

者の家庭には手紙を書いて渡してもらうことでやりとり

を行っているが、保護者と連携を図ることは容易ではな

い要因がここにも挙げられていた。 
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これらのことから、保育は保護者との共通理解が大切

であることを踏まえている保育士たちが、なんとか共有

できないものだろうかと奮闘している様が浮かび上がっ

ていた。だが、個々人での努力のみで対応しきれること

ではないことは明らかである。 

 

表２ 

「どのような場面で困っているのか①」 

子どもに対する困り感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言 

 

語 

 

面 

子
ど
も
の
言
葉
が
分
か
ら
な
い(26

人) 

分からない(3 人) 

分からない＋対応に迷う(3 人) 

分からない＋気持ちを理解することが難しい(3

人) 

分からない＋訴えに気づけない(3 人) 

分からない＋子どもが不安になる(3 人) 

分からない＋気持ちを汲み取ることができない

(3 人) 

分からない＋気持ちを汲み取ることができない

＋申し訳ないと思う(6 人) 

分からない＋表情で読み取るしかなく難しい(1

人) 

分からない＋何を描いたのか伝わらないことが

ある(1 人) 

日
本
語
が
伝
わ
ら
な
い(29

人) 

伝わらない(11 人) 

伝わらない＋指示内容が理解できない(3 人) 

伝わらない＋どこまで分かっているのかわから

ない(2 人) 

伝わらない＋どこまで分かっているのかわから

ない＋保育士が不安になる(4 人) 

伝わらない＋具体的に伝えることが困難(5 人) 

伝わらない＋生活の場で必要なことがなかなか

身につかない(2 人) 

伝わらない＋絵本の読み聞かせで見ることがで

きない(2 人) 

伝
え
合
え
な
い(15

人) 

伝え合えない(4 人) 

伝え合えない＋コミュニケーションがとれない

(4 人) 

伝え合えない＋トラブルの仲介が困難(4 人) 

伝え合えない＋意思疎通が困難(3 人) 

 

 

 

 

食べてくれない(5 人) 

食べてくれない＋偏りがある(5 人) 

食べてくれない＋和食がダメ(2 人) 

食 

事 

面 

食
べ
て
く
れ
な
い
（18

人
） 

食べてくれない＋野菜は口にしない(3 人) 

食べてくれない＋文化の違いによる困り感が分

からない(3 人) 

そ
の
他(4

人) 

文化の相違による子どもの困り感に気づきにく

い(2 人) 

活動に参加しないのは理解できていないからな

のか、やりたくないからなのか解釈に困る(2 人) 

 

表３ 

「どのような場面で困っているのか②」 

保護者に対する困り感 

 

 

 

 

 

 

 

 

言 

 

語 

 

面 

言
葉
が
分
か
ら
な
い

(14
人) 

分からない(5 人) 

分からない＋子どもの家での様子を知ることが

できない(5 人) 

分からない＋子どもの病気や怪我に関する共通

理解ができない (4 人) 

日
本
語
が
伝
わ
ら
な
い(29

人) 

伝わらない(4 人) 

伝わらない＋依頼事項、行事内容等伝えるのが

困難(12 人) 

伝わらない＋子どもの様子を伝えることができ

ない (9 人) 

伝わらない＋子どもの様子が説明不足になる 

(2 人) 

伝わらない＋どこまで伝わっているのか不安(3

人) 

伝
え
合
え
な
い(19

人) 

伝え合えない(5 人) 

伝え合えない＋コミュニケーションがうまくと

れない（7 人) 

伝え合えない＋連携がとれない (4 人) 

伝え合えない＋情報交換ができない (2 人) 

伝え合えない＋信頼関係を築いていくことが容

易ではない(1 人) 

翻
訳
機 

対
応
し
き
れ
な
い 

 (7

人) 

タブレットの翻訳が合っていない時がある(3

人) 

翻訳した言葉と意味合いが合っているのかどう

かわからない (3 人) 

スマホのアプリの翻訳でも通じない (1 人) 

そ
の
他(10

人) 

緊急連絡時に電話がつながらないことが多い(1 人) 

子ども同士のトラブルにおいて国による考え方の相違(1

人) 

文化の相違による理解の困難(2 人) 

発熱時などの電話連絡(2 人) 
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送迎は日本語が全くわからない祖父母のため家庭と連携

が取りにくい(4 人) 

 

４－２ エピソードから浮かび上がる問題点 

 ここではエピソード記述から問題点を考察する。質問 

３のエピソードについては 8人の保育士から記述が得ら 

れた。以下にその一部を紹介する。(文脈が壊れない程度 

に簡略化して掲載) 

エピソード① 3 歳児クラス 

日本人の父親、フィリピンの母親をもつ R は、「かして」

「入れて」「バンバンつくる」(銃のこと)の 3 つの日本

語はよく言う。片言で簡単な日本語は話すがこちらが

聞いたことには答えることができない。聞かれている

内容が理解できないようで、答えられないことは全て

「いややってー」と言いながら下を向いて後ずさりし

ていく。日常的に落ち着きがなく、すぐに部屋を出て

行ったり、フラフラしていることが多い。食べる意欲

もほとんど見られず食べさせれば食べるという状態で

ある。自分から喜んで食べるのはパンのみ。他の子ど

もと比べ異常な甘え方をするのでかまって欲しくてフ

ラフラするのかと思うが、3 つの単語以外はほとんど

喋らず、落ち着きがないので発達に遅れがあるのでは

ないかと思ったりもする。2 歳児から入園していて、

園生活は一緒に進級した仲間と支障なく過ごしている

だけに、発達に遅れがあるのではないかと思ってしま

うことがある。 

 

 R の場合、母親は日本語があまり通じないが父親は日

本人ということと、2 歳児から他の子どもと共に進級し

ていることで、担任はクラスの子どもたちと同じように

発達がなかなか伸びていかないことに疑問を抱いている

ようである。だが、日頃母親と二人でいる時間の方が父

親と過ごす時間よりも長いことを想定すれば、家で日本

語を使う機会は少ないことが推察される。仮に、子育て

もフィリピンの文化が主流と想定すれば給食も馴染めな

いのは理解できることである。R にとっては、自分のク

ラスは勿論、隣のクラスを覗いても自分と同じ母語を使

う仲間がいなければ心細く不安なため、大人に異常に甘

える姿があっても不思議なことではないだろう。R は母

語と日本語の狭間に置かれ、自分の気持ちをどのように

表現すればよいのか分からないでいることが考えられる。

外国にルーツを持つ子どもは、言葉や文化の違いから理

解できないのであり、理解に時間を要するからといって

発達の遅れに直結させることは危険な考えである。この

エピソードからは、両親のどちらかが日本人である場合、

日本の子どもと同じようにできることを求めたり、望ん

でしまいがちになるという問題点が浮かび上がっている。 

 

エピソード② 4 歳児クラス 

J は、両親は日本語を話すことができるので日本語に不

自由はしていない。クラスの中では、皆と違和感なく

過ごし、周りの子どもたちよりも抜きんでてできるこ

とが多いため、皆が J の真似をしたり憧れの存在であ

り、一目置かれている。そんな存在であるが、J から友

だちに関わろうとする姿は見られない。クラスの子ど

もたちが、J の能力を認めており、J に教えて貰いたく

て寄って行くのである。ただ、J自身は気持ちが沈むこ

とがあるのか、思いがままならないことがあるようで、

そのような時は部屋の隅でしばらく自分の服の袖を噛

んでじっとしている。そうすることで気持ちを落ち着

かせてから再び遊びに戻る姿を時々見かける。J から担

任に訴えることがないので、本心はわからない。こち

らの指示も理解でき、外国籍の子どもだということを

忘れるくらいだが、クラスに馴染んでいると捉えるの

は間違っているのだろうか、戸惑うことがある。 

  

エピソード②は、言葉が分かれば解決するという単純 

な問題ではないことが分かる。例えば、日本の子どもた

ちは何かを取り決める時にじゃんけんというツールを使

う傾向がある。日本では当たり前のように使われるじゃ

んけんであるが、じゃんけんそのものが存在しない国も

あるなど、取り決めを行う時の方法は様々である。だが、

外国にルーツを持つ子どもも、日本語を使い日本のルー

ルに合わせなければクラスの子どもたちと遊ぶことがで

きないことくらいはすぐに理解できる。J が皆の憧れの

存在となり、クラスに馴染んで見えるのは、J の持つ周

りの空気を察知して行動する能力が優れている故と考え

られる。だからこそ、J が本音を出せる機会を失ってい

るだけではなく、思いを出すことができないのだろう。

或いは、J の知っている日本語では些細な気持ちまでは

十分表現できないでいることも考えられる。いずれにし

ても言語だけではなく、それぞれの国の文化、考え方の

相違から発生する納得のできないことが、子どもにとっ

て起こっていることは否めないだろう。ゆえに、ここで

の問題点は、子どもが納得できない要因を保育士が容易

に探ることができないでいることである。 
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エピソード③ 5 歳児クラス 

去年 4 歳児クラスに途中入園してきた A は、5 歳児ク

ラスに進級し、全てではないが日本語で話せるように

なっている。だが、言語だけでなく、日本特有のルー

ル、慣習等はまだ理解できているとはいえない。その

A をクラスの子どもたちが進級してから、からかうよ

うになった。4 月当初からクラスの男児が「鬼ごっこ

やろう」と A のことを誘ってみんなで囃し立てて逃げ

たりする。A は最初のうちは仲間として声をかけて貰

ったのだと思い喜んで誘いにのっていたが、5 月に入

ると、だんだん A もこれは遊びではないことに気づき、

誘われても「イヤだー」と言うようになり、遊びに加

わらないようになった。からかわれていることに気づ

き嫌な気持ちでいることが読み取れたため、そこから

子ども同士の関係を改善中。クラスの子どもたちは、

年長になっても A だけ先生の指示がわからない、動き

がおかしいと捉え、からかって面白がっていた。その

ため、子どもたちの A に対する見方を変えようと思い、

A の持っている能力(運動神経が抜群)が発揮できる場

面をつくり、A に自信をつけさせていった。ちょうど

プールの時期になり、誰よりも泳ぎが得意で、クロー

ルでスイスイ泳ぐことができる。これを機に A の能力

が注目視されるよう、時にはヒーロー的な扱いをする

など働きかけたことで、皆の A を見る目が変わってき

た。 

 

 エピソード③は、日本の子どもたちが自分たちと 1 人

だけ異なる姿を、言葉や文化の違いによるものだと理解

するのではなく、クラスの中で 1 人だけ違うことをする

変な子、年長になってみんなができているのにまだでき

ない子、という捉え方をしていることが問題点である。 

 なぜこのような捉え方になったのだろうか。4 歳児ク

ラスの時にはAに対してそのような場面はなかったこと

から、5 歳児になり皆が成長し、それぞれのできること、

できないことが子ども間で見えるようになってきたのだ

ろう。仮に、年長児になりクラスのみんなで一緒に行う

活動が増えたとすれば、1 人だけいつも出遅れたり、異

なる行動は目立つと推測する。 

A のことをからかうようになったのが進級して間もな

いことから、4 歳児クラスでの A の存在がどのようなも

のであったか問われる。園は集団保育の場であることか

ら、保育士はクラス全体を捉えながら子どもたちと関わ

っていく。その集団の中で、日本の子どもたちが当たり

前のように行っていることができない A に対して、担任

は少しでも早く園生活に慣れるように一生懸命関わって

いたことだろう。だが、一生懸命教えようと思うあまり

に「違うよ、こうだよ」「ダメだよ」などという否定的な

言葉を多く使っていなかっただろうか。周りの子どもた

ちは、先生の A に対する関わり方を見ている。先生の関

わる姿からAがどういう子なのか認識をしていくのであ

る。つまり、担任の関わり方がクラスでの存在に影響す

る。保育士が意図せず行動したこともクラスに反映して

いくこともある。このエピソードでは結果的に、子ども

たちに“A は自分たちと同じようにできない子” という

負のイメージを植え付けてしまったことになると推察さ

れる。このように、保育士の関わりが子どもたちの仲間

を見る目に影響することは、このエピソードの後半で実

証されている。したがって、ルーツの異なる子ども同士

の関係づくりには、保育士のマイノリティ児に対する関

り方をクラスの子どもたちがどのように捉えているのか

注視する必要がある。 

 

４－３ 外国にルーツを持つ子どもが在籍する 

保育のために必要な支援 

 ここでは質問 4，5，6 について取り上げる。質問 4 の

外国にルーツを持つ子どもが共に過ごすために必要だと

思われる援助・体制については、41 人中 27 人の回答が

得られた。その中で圧倒的に切望していることは通訳者

の配置（17/27 人）である。子どもの気持ちの代弁や保

護者とのやりとりをスムーズに行うために、常駐は無理

でも週に 1 回、あるいは降園時のみでも良いから来ても

らいたいという記述が多数見られた。次いで通訳が望め

ないことを見込んで、子どもとのコミュニケーションが

スムーズに行われるためのツール(万能な翻訳機や単語

と絵のカード等)の整備(12 人)、保育士と子どもの懸け橋

になってくれる人(４人)が主たる内容であった。これら

の内容以外では、「言葉や外見の違いなどから自分たちと

違うことで、悪気はなくても差別のきっかけになってし

まうことが多いため、外国にルーツを持つ子どもが傷つ

くことのないように保育したい」(A 園)という記述がみ

られた。 

 質問 5 の保育士、園にとって行政からどのような支援

があると良いのかについては、41 人中 24 人から回答を

得ることができた。ここでも主たる内容は、通訳者の配

置である。通訳に関連するものでは、コミュニケーショ
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ン不足や連絡の困難さを解消できる支援、お便りを即時

に翻訳してくれる支援、保護者とやり取りする手段とし

ての用具(翻訳機等)の貸し出し等の記述が多数であった。

また、やはりここでも保育士と子どもとの懸け橋になる

人、子どもが安心して園生活を送れるためのサポートを

してくれる人、保育士と保護者の仲介役となる人の配置

があげられていた。その他では、給食のメニューに外国

向けのものも取り入れてもらえると良い、就学したとき

に勉強で差が出てしまうことが多いため就学に向けての

準備を考えていけるようにしたい、外国語を学べる機会

(講座)が欲しい、外国語が話せる保育士を雇うと良い、

保育士不足の改善、働き方問題の改善という記述がみら

れた。さらには、日本に来たのだから日本語を覚えてほ

しい(A 保育園)、A 市の園の中で 1 園の 1 クラスに外国

にルーツを持つ子どもを集めて語学のできる先生が付き、

そこで保育をするのが良い(A 保育園)という記述もみら

れた。これは、保育士不足で保育士たちが日常的に大変

な思いで保育を行っていることから出てきた提案であろ

う。現状、多様な子どもたちを抱えている中、言葉が伝

え合えないという問題から保育する以前のことで労力を

使わなければならない状況に、これ以上何もできないと

いう思いが自由記述から読み取れる。 

 最後に質問 6 の「必要があれば外国語を学ぼうと思い

ますか」については、質問 5 の回答記述にもあったよう

に、時間とお金に余裕があれば学びたいという条件付き

1 人を含むが、全体の 75％の人が必要性を感じているこ

とがわかった(図２)。 

 

 

「図２ 必要があれば外国語を学ぼうと思いますか」 

 

５．総合考察 

ここまで保育士が抱える葛藤に焦点をあてて問題点を

探ってきた。 

具体的な言葉として「申し訳ないと思う」、「保育士が

不安になる」と記述した人は 35 人中 10人である。しか

しながら、「気持ちを汲み取ることができない」、「気持ち

を理解することが難しい」、「絵を描いて教えてくれたの

にわからない」、「訴えに気づけない」、「困り感に気づき

にくい」、「子どもの困り感が分からない」、「表情で読み

取るしかなく難しい」「意思疎通が困難」等の言葉はどれ

も子どもの気持ちに寄り添えなくて申し訳ない思いから

出てくる言葉と捉えることができる。したがって、困っ

ていると回答した大方の保育士が子どもに対して申し訳

ないという思いを抱いていると言って良いだろう。今回

の調査からは、思うように子どもと関わることができな

い、さらには、子ども同士の関わりにおいて仲介に入る

ことができない無力さを感じ、葛藤を抱えながら保育を

行っていることが明らかになった。 

だが、保育士は自分たちの保育を変えるのではなく、

日本に来たのだから日本語をなんとか覚えてほしい、園

生活に慣れてみんなと同じように活動してほしいという

思いが表出されていた。この背景には、保育士不足の現

状から気持ちに余裕がなく、積み重なる保育の大変さが

ある。このことから、クラスに 1 人又は 2 人程度の子ど

ものために、わざわざ保育内容を考えたり、特別なこと

はできないと捉えられていることも明らかになった。こ

れは、無自覚のままマジョリティに合わせる保育になっ

ていると言えるだろう。少なからず、「伝わらない」こと

から派生して「～できない」、「指示が理解できない」「身

につかない」「食べてくれない」という表現をしているこ

とからも言えるのではないか。エピソードからみえた問

題点にもあったように、子どもたちは、保育士の関りか

らマイノリティ児がどのような子であるのか捉えていく

ため、無自覚のままマジョリティに合わせるような保育

は是正する必要がある。 

以上、実態が明らかになった。この現状において、総

務省は多文化共生を推進し、厚生労働省は子どもの育ち

を保障するために保育の質の確保・向上を掲げているに

も拘わらず、少数であることを理由に行政機関は各園の

努力任せにしたまま放置していると言わざるを得ない。

各園の努力だけでは限界があり、園単独で解決できる問

題でもない。少なくとも、保育士の抱えている葛藤を解

消しなければ保育の質の向上は望めないだろう。    

最後に、今後の課題を述べる。先述した全国幼児教育

研究協会（2017）の調査結果で同一国籍型と多国籍型に

は、園での指導上の困り感に大きな差がないという報告

であった。しかし、今回の調査対象となった少数地域で

の同一国籍型と多国籍型の園では、異なる課題が生じて

いることも明らかになった。 

21
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 まず、多国籍型の A 保育園の現状から困り感を確認す

る。同じ学年のクラス同士で異なる母語を持つ子どもが

在籍している。さらには、クラスにそれぞれ異なる母語

を持つ子どもが 2 人在籍しているクラスがある。このこ

とで、担任は他の先生と協力し合いたいが自分のクラス

に在籍する国籍の子どもとのやりとりで精一杯となり、

それ以上に別の国の言語に対応する余裕はない。そのた

め、他の先生の協力を仰ぎたいと思っていても、それが

難しい現状から担任が 1 人で抱え込えこむことになる。

ゆえに、どの子にも分け隔てなく寄り添いたいと思って

いるのに、1 人だけのために特別なことはできないとい

う思いが表出されていた。 

 一方、同一国籍型の B 保育園は、人数の割合では A 保

育園と同様でありながらも、お互い同じ母語を使用する

子どもたちのため保育士同士が互いに協力しやすいとい

う面がある。子ども自身もクラスに同国籍の仲間がいな

くても、隣のクラスを覗けば母語の通じる仲間がいるこ

とで孤立することは極めて低い。なぜなら、子どもも保

護者も同国籍同士でのコミュニティがB保育園の中でで

き上っているからだ。このことは、A 保育園の保育士よ

りも負担が少ない要因の一つとなっているだろう。自由

記述回答内容においても、B 保育園の保育士の回答内容

はすべて A 保育園の保育士の回答と共通しており、共通

点以外は A 保育園だけに特化した記述がみられた。加え

て、複数回答の量を勘案しても B 保育園の保育士の方が

負担は少ないと推察される。 

このような多国籍型と同一国籍型の困り感の差は、少

数だからこそ顕著に表れたのだろう。園の中で同一国籍

の仲間がいない状況により、子どもを孤立させないよう、

差別のきっかけにならないようにしていくには、どのよ

うにルーツの異なる子ども同士の関係をつくっていけば

よいのか、様々な葛藤を抱えながら保育を行っている。

これまで調査の対象や施策の対応から見過ごされてきた

少数地域の実態として、今回の調査で明らかになったこ

とは今後の課題として捉えたい。 

 そこで、ルーツの異なる子ども同士の関係づくりのた

めに、日々の保育の中で保育士でもできることを提供し

ていくことが重要と考える。もちろん、通訳者の配置は

望まれる。だが、通訳者が保育を担うわけではない。し

かしながら、保育士は外国にルーツをもつ子どものため

に何か「特別なこと」をするという感覚が拭えず、負担

が大きいことはできないと考えられている。ゆえに、第

一に、特別なことをするということではなく、いかにハ

ードルを低くして保育士が“これならできるかも”と思

えるあそび(外国にルーツをもつ子どもの母語を取り入

れる活動)を提供していきたい。このことは、全国幼児教

育研究協会の調査で、遊びを通して外国人幼児は安定し、

周囲の幼児は多様性を受け止めるということが明らかに

なっていることからも、外国にルーツを持つ子どものた

めだけの課題ではない。彼らと関わっていく日本の子ど

もたちにとっても、自分と異なる相手との関わりにおい

て偏見を持つことなく差異を認め合うには、まず差異を

楽しめる関係づくりが肝要である。 

 第二は、保育士と保護者が互いの国の言葉を教え合う

仕組みをつくることが肝要と考える。周知のとおり、保

育士は言語の専門家ではないため、何ヶ国語も覚えて話

すことは困難である。語学研修会を充実させることは必

須と思われるが、保護者が日頃使っている言葉と日本語

を伝え合っていくことでコミュニケーションが図れ、信

頼関係も築きやすくなっていくだろう。ただし、就労形

態により、両親と担任が直接対話できるとは限らない現

状がある。この課題については、今後両園で参与観察を

続けていく中で解決策を見出していく。保育士と保護者

が協働して行えることを提供していきたい。 
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注 

１．日本は深刻な人手不足に対応するために 2019 年 4月よ

り「特定技能 1 号」と「特定技能 2 号」という在留資格

を新設した。特定技能 1 号とは、建設業、造船・船用工

業、自動車整備、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニ

ング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産

業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の 14の業

種での「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と

認められる業務に従事する外国人の資格である。この条

件となる特定技能 1 号の上限 5 年とする在留期間のうち

試験に合格すれば「より熟練した技能」が必要となる特

定技能 2号で家族の帯同が認められる。 

2．法務省在留外国人統計 

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_to

uroku.html 

3．在留資格とは外国人が日本において行うことができる活

動や地位や身分のことをさし、出入国管理および難民認
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定法(入管法)により規定されている。在留資格には 28種

類あり、そのうち 24種類が専門技術など日本で行うこと

ができる活動で、残りの 4 種類は日本で有する身分また

は地位とされている。 

4．法務省 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokuka

nri04_00081.html 

5．文部科学省「外国人児童生徒等教育の現状と課題」平成

30年度都道府県・市区町村等日本語教育担当研修より 

6．JSL は、Japanese as a Second Language（第二言語とし

ての日本語）の略である。 

7．文部科学省「外国人児童生徒教育の充実方策について（報

告）」2008 年 

8．文部科学省「学校における外国人児童生徒等に対する教

育支援の充実方策について(報告)」2016 年 

9．田中宝紀「外国にルーツを持つ子どもの課題と支援」内

閣府 青少年問題調査研究会『外国人の子ども・若者セ

ミナー』2014 年 8月 4日 
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